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（
外
交
防
衛
委
員
会
）

二
千
四
年
の
船
舶
の
バ
ラ
ス
ト
水
及
び
沈
殿
物
の
規
制
及
び
管
理
の
た
め
の
国
際
条
約
の
締
結
に
つ
い
て
承
認

を
求
め
る
の
件
（
閣
条
第
九
号

（
衆
議
院
送
付
）
要
旨

）

こ
の
条
約
は
、
船
舶
の
縦
傾
斜
等
を
制
御
す
る
た
め
船
舶
に
取
り
入
れ
ら
れ
た
バ
ラ
ス
ト
水
及
び
沈
殿
物
の
規
制
及
び
管
理

に
よ
り
、
有
害
な
水
生
生
物
及
び
病
原
体
の
移
動
か
ら
生
ず
る
環
境
等
に
対
す
る
危
険
を
防
止
す
る
こ
と
等
に
つ
い
て
定
め
る

も
の
で
あ
り
、
二
〇
〇
四
年
（
平
成
十
六
年
）
二
月
に
国
際
海
事
機
関
（
Ｉ
Ｍ
Ｏ
）
の
主
催
に
よ
り
ロ
ン
ド
ン
で
開
催
さ
れ
た

国
際
会
議
に
お
い
て
採
択
さ
れ
た
。

こ
の
条
約
は
、
前
文
、
本
文
二
十
二
箇
条
、
末
文
及
び
一
の
附
属
書
か
ら
成
り
、
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
締
約
国
は
、
船
舶
の
バ
ラ
ス
ト
水
及
び
沈
殿
物
の
規
制
及
び
管
理
に
よ
り
、
有
害
な
水
生
生
物
及
び
病
原
体
の
移
動
を
防

止
し
、
最
小
に
し
、
及
び
究
極
的
に
除
去
す
る
た
め
、
こ
の
条
約
及
び
附
属
書
の
規
定
を
十
分
か
つ
完
全
に
実
施
す
る
。

二
、
こ
の
条
約
は
、
締
約
国
を
旗
国
と
す
る
船
舶
及
び
締
約
国
を
旗
国
と
し
な
い
船
舶
の
う
ち
締
約
国
の
権
限
の
下
で
運
航
さ

れ
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

三
、
締
約
国
は
、
こ
の
条
約
が
適
用
さ
れ
る
船
舶
で
あ
っ
て
、
自
国
を
旗
国
と
す
る
も
の
又
は
自
国
の
権
限
の
下
で
運
航
さ
れ



- -2

て
い
る
も
の
が
こ
の
条
約
に
定
め
る
要
件
に
適
合
す
る
よ
う
要
求
し
、
並
び
に
こ
れ
ら
の
船
舶
が
当
該
要
件
に
適
合
す
る
こ

と
を
確
保
す
る
た
め
効
果
的
な
措
置
を
と
る
。

四
、
締
約
国
は
、
バ
ラ
ス
ト
・
タ
ン
ク
の
洗
浄
又
は
修
理
が
行
わ
れ
る
港
及
び
係
留
施
設
で
あ
っ
て
当
該
締
約
国
が
指
定
す
る

も
の
に
お
い
て
、
沈
殿
物
を
受
け
入
れ
る
た
め
の
十
分
な
施
設
が
設
け
ら
れ
る
こ
と
を
確
保
す
る
。

五
、
締
約
国
は
、
自
国
を
旗
国
と
す
る
船
舶
又
は
自
国
の
権
限
の
下
に
運
航
さ
れ
て
い
る
船
舶
で
あ
っ
て
検
査
及
び
証
明
の
対

象
と
な
る
も
の
が
附
属
書
に
定
め
る
規
則
に
従
っ
て
検
査
さ
れ
、
及
び
証
明
さ
れ
る
こ
と
を
確
保
す
る
。

六
、
締
約
国
は
、
こ
の
条
約
の
違
反
に
つ
い
て
、
自
国
を
旗
国
と
す
る
船
舶
に
つ
い
て
は
場
所
の
い
か
ん
を
問
わ
ず
、
自
国
以

外
の
国
を
旗
国
と
す
る
船
舶
に
つ
い
て
は
そ
の
管
轄
権
の
範
囲
内
で
、
禁
止
さ
れ
、
か
つ
、
処
罰
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。

七
、
船
舶
が
こ
の
条
約
に
違
反
し
た
こ
と
が
発
見
さ
れ
た
場
合
に
は
、
船
舶
の
旗
国
で
あ
る
締
約
国
又
は
当
該
船
舶
が
運
航
す

る
港
若
し
く
は
沖
合
の
係
留
施
設
が
あ
る
締
約
国
は
、
当
該
船
舶
に
警
告
を
与
え
、
抑
留
し
、
又
は
排
除
す
る
た
め
の
措
置

を
と
る
こ
と
が
で
き
る
。

八
、
こ
の
条
約
は
、
三
十
以
上
の
国
で
あ
っ
て
そ
の
商
船
船
腹
量
の
合
計
が
総
ト
ン
数
で
世
界
の
商
船
船
腹
量
の
三
十
五
パ
ー

セ
ン
ト
に
相
当
す
る
商
船
船
腹
量
以
上
と
な
る
国
が
、
こ
の
条
約
を
締
結
し
た
日
の
後
十
二
箇
月
で
効
力
を
生
ず
る
。
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な
お
、
我
が
国
は
、
こ
の
条
約
の
締
結
に
当
た
り
、
条
約
発
効
日
か
ら
、
バ
ラ
ス
ト
水
管
理
の
計
画
を
定
め
る
附
属
書
の
規

則
が
二
〇
一
三
年
（
平
成
二
十
五
年
）
十
二
月
の
Ｉ
Ｍ
Ｏ
総
会
決
議
に
沿
っ
た
内
容
に
改
正
さ
れ
、
そ
の
改
正
が
効
力
を
生
ず

る
日
ま
で
の
間
、
当
該
決
議
の
勧
告
す
る
と
こ
ろ
に
よ
り
こ
の
条
約
を
実
施
す
る
旨
の
留
保
を
付
す
こ
と
と
し
て
い
る
。


